
☑�知らない山菜は、「採らない」「食べない」「売
らない」「人にあげない」！

☑�山菜に混じって有毒植物が生えているこ
とがあります。１本１本よく確認して採り、
調理前にもう一度確認しましょう。

☑�家庭菜園や畑などで、野菜と観賞植物を
一緒に栽培するのはやめましょう。

☑�食用として植えた覚えのない植物は食べ
ないでください。

☑�野草を食べて体調が悪くなったら、すぐ
に医師の診察を受けてください。

☑�間違いやすい山菜・毒草
　（近年、道内で死亡事例が報告されています）
　・ギョウジャニンニク（食用）と
　　イヌサフラン（毒）　　　　　
　・ニラ（食用）とスイセン（毒）　など
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◆お問い合わせ先◆
　渡島保健所生活衛生課食品保健係
　☎０１３８－４７－９５５２

　４月１日から改正労働安全衛生法が施行さ
れ、①注文者に対して個人事業者などの保護、
②事業者に対して高年齢者の労働災害防止の
取組が義務付けられます。
　詳しくは厚生労働省ホーム
ページ（ＱＲコード）をご覧
ください。
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◆お問い合わせ先◆
　厚生労働省　北海道労働局　
　　　　　　　労働基準監督署（支署）

　５月に納税通知書が届きましたら、スマー
トフォンやパソコンから納税の手続きができ
ます。
　自宅や勤務先から手続きができ、納め忘れ
の防止にもつながりますので、キャッシュレ
ス納税のご利用をご検討ください。
　詳しくは、北海道のホームページをご確認
ください。
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◆お問い合わせ先◆
　札幌道税事務所自動車税部
　☎０１１－７４６－１１９０

有毒植物に気をつけましょう！改正労働安全衛生法が施行されます

自動車税の納税には
キャッシュレスが便利です

北海道　キャッシュレス納税 で検索！
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